
な
お
、
こ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
作
成
に

あ
た
り
12
月
か
ら
株
式
会
社
ゼ
ン
リ
ン

に
よ
る
広
告
主
の
募
集
が
開
始
さ
れ
る

予
定
で
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
広
告
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

株
式
会
社
ゼ
ン
リ
ン
青
森
営
業
所

℡
０
１
７
（
７
７
７
）
６
２
６
１

■
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課
　
ま
ち
づ
く
り
班

（
内
線
２
６
１
）

11
月
は
「
労
働
保
険
適
用
促
進
」

強
化
期
間
で
す
。

労
働
者
を
一
人
で
も
雇
用
し
て
い
る

事
業
主（
農
林
水
産
業
の
一
部
を
除
く
）

は
労
働
保
険（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）

に
加
入
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

労
災
保
険
…
業
務
災
害
お
よ
び
通

勤
災
害
に
よ
り
負
傷
し
た
場
合
、
必

要
な
保
険
給
付
を
行
い
ま
す
。

雇
用
保
険
…
労
働
者
が
失
業
し
た

場
合
、
生
活
安
定
お
よ
び
再
就
職
促

進
の
た
め
の
必
要
な
失
業
給
付
を
行

い
ま
す
。

■
加
入
手
続
き
の
ご
相
談
・
問
い
合

わ
せ
先

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
五
所
川
原
適
用
係

℡
０
１
７
３
（
34
）
３
１
７
１

（
21
♯
）

平
成
24
年
11
月
１
日
よ
り
救
命
講
習

に
お
い
て
、「
ｅ
―
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
が

利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
ｅ
―
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
は
、
パ
ソ

コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
用
し
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
必
要
な
知
識
を

身
に
つ
け
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
時
間
や
場
所
に
と
ら
わ
れ
る
こ

と
な
く
、
自
分
の
ペ
ー
ス
で
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
受
講
後
、
お
お
む

ね
１
か
月
以
内
に
普
通
救
命
講
習
、
上

級
救
命
講
習
を
受
講
す
る
と
、
座
学
部

分
（
１
時
間
）
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

「
ｅ
―
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
に
対
す
る
定

期
講
習
も
開
催
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
五
所
川
原
地
区
消
防
事
務
組

合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る

か
、
鶴
田
消
防
署
救
急
係
（
℡
22
ー

２
１
３
１
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

農
地
保
有
合
理
化
事
業

で
有
利
に
規
模
拡
大
を

〜
多
く
の
農
家
が
利
用
〜

公
益
社
団
法
人
あ
お
も
り
農
林
業
支

援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
こ
の
４
月
か
ら
社

団
法
人
青
い
森
農
林
振
興
公
社
に
代
わ

っ
て
農
地
保
有
合
理
化
事
業
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

こ
の
事
業
は
、
経
営
規
模
を
縮
小
す

る
出
し
手
農
家
か
ら
支
援
セ
ン
タ
ー
が

農
地
を
買
い
入
れ
（
借
り
入
れ
）、
規

模
を
拡
大
す
る
受
け
手
農
家
に
売
り
渡

す
（
貸
し
付
け
る
）
事
業
で
、
毎
年
多

く
の
農
家
が
利
用
し
、
そ
の
良
さ
を
実

感
し
て
い
ま
す
。

契
約
書
類
の
作
成
は
す
べ
て
支
援
セ

ン
タ
ー
が
行
い
、
少
し
の
手
数
料
は
か

か
り
ま
す
が
、
税
制
面
な
ど
で
の
メ
リ

ッ
ト
が
あ
り
ま
す
の
で
、
農
地
の
売
り

買
い
、
貸
し
借
り
の
際
は
、
支
援
セ
ン

タ
ー
の
農
地
保
有
合
理
化
事
業
を
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

公
益
社
団
法
人
あ
お
も
り
農
業
支
　

援
セ
ン
タ
ー

℡
０
１
７
（
７
７
３
）
３
１
３
１

産
業
観
光
課
　
農
地
班

（
内
線
２
９
４
・
２
９
５
）

11月30日(金)は、
固定資産税４期分、
国民健康保険税５期分
の納期限です。

労
働
保
険
の
加
入
手
続

き
は
お
済
み
で
す
か
？

町で死亡事故ゼロ500日達成

2012年（平成24年）11月号　 22

10月10日、鶴
田町管内の死亡
事故ゼロ500日
を達成しました。
また、11月１日、
梅沢地区では死
亡事故ゼロ5,000
日達成しました。

梅沢は5000日達成（小坂支部長） 達成当日、県警本部より表彰

救
命
講
習
に
お
け
る

「
ｅ
―
ラ
ー
ニ
ン
グ
」

の
利
用
に
つ
い
て
い

「
鶴
田
町
暮
ら
し
の

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
に
広

告
を
掲
載
し
ま
せ
ん
か

町
で
は
、
各
種
届
け
出
な
ど
の
町
民

生
活
に
有
用
な
行
政
情
報
を
ま
と
め
た

「
鶴
田
町
暮
ら
し
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」

を
民
間
と
の
協
働
事
業
に
よ
り
発
行
す

る
た
め
、
平
成
25
年
４
月
の
全
戸
配
布

に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。



子どもの悩みや心配事の相談を電話
で受けています。秘密は厳守されます
ので、お気軽にご利用ください。
■相談先
教育委員会（内線210・250）
■相談日時
月～金曜日　午前８時30分～午後　
４時30分（土・日曜日、祝祭日、
年末年始を除く）

教育相談電話 人権相談夕 ぐ れ 窓 口
12月の夕ぐれ窓口を次のとおり町民生活

課窓口で開設します。
■開設期日　12月７日（金）、21日（金）
■開設時間　午後５時～６時
閉庁後に戸籍抄本・謄本（午後５時まで
に電話での申し込みが必要）や印鑑証明書、
住民票が必要な方、町に対する苦情や意見、
要望のある方は、どうぞお気軽においでく
ださい。

町では、人権に関してのさまざまな内容
の相談を受けるため、月１回人権相談を行
っています。12月の相談日は下記のとおり
です。
なお、今月の行政相談はお休みです。
■期　　日　12月５日（水）
■相談時間　午前10時～午後３時　
■場　　所　鶴田町国際交流会館

１階102研修室

【４か月児健康診査】
・月　日　12月５日（水）
・受　付　午後１時～１時10分
・場　所　鶴遊館　　　　　
・対　象　平成24年７月生
・内　容　小児科診察・離乳食のすす

め方など

【10か月児健康診査】
・月　日　12月５日（水）
・受　付　午後１時20分～１時30分
・場　所　鶴遊館　　　　　
・対　象　平成24年１月生
・内　容　小児科診察・予防接種、虫

歯予防のお話など　

【７か月児健康相談】
・月　日　12月６日（木）
・受　付　午前９時20分～９時30分

乳 幼 児
健康診査

鶴田町役場 ℡0173（22）2111

・場　所　鶴遊館　　　　　　
・対　象　平成24年３月生
・内　容　育児健康相談・離乳食の作　

り方実演・試食（食事用の
エプロン、おしぼり等をお
持ちください）

【１歳６か月児健康診査】
・月　日　12月19日（水）
・受　付　午後12時30分～40分
・場　所　鶴遊館　　　　　　
・対　象　平成23年３月～５月生まれ
・内　容　小児科・歯科診察　

発達・育児相談

※バスタオル・母子手帳を忘れずにお
持ちください。また、風邪などの病気
のあるお子さんは次回の健診を受けら
れますので、事前に保健師まで連絡し
てください。
■問い合わせ先
健康保険課　健康長寿班（内線135）

次
の
と
お
り
自
衛
官
を
募
集
し
ま
す
。

●
募
集
要
項
／
応
募
資
格

※
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校

○
平
成
25
年
４
月
１
日
現
在
、
15
歳

以
上
17
歳
未
満
（
平
成
８
年
４
月
２

日
か
ら
平
成
10
年
４
月
１
日
ま
で
の

間
に
生
ま
れ
た
方
）
の
男
子
で
、
中

学
校
卒
業
者
ま
た
は
中
等
教
育
学
校

の
前
期
課
程
修
了
者
（
平
成
25
年
３

月
に
中
学
校
卒
業
ま
た
は
中
等
教
育

学
校
の
前
期
課
程
修
了
見
込
み
の
者

を
含
む
）

試
験
期
日

１
次
／
平
成
25
年
１
月
19
日
（
土
）

２
次
／
１
次
試
験
合
格
者
の
み
行
い

ま
す
。

※
受
付
期
間

平
成
25
年
１
月
７
日
（
月
）
ま
で

（
締
切
日
必
着
）

■
問
い
合
わ
せ
先

自
衛
隊
青
森
地
方
協
力
本
部

五
所
川
原
地
域
事
務
所

℡
０
１
７
３
（
35
）
２
３
０
５

「
高
齢
者
・
障
害
者
の
た
め
の
成
年
後

見
の
こ
と
」

「
相
続
、
労
働
、
借
金
問
題
の
こ
と
」

※
悪
徳
商
法
の
被
害
を
成
年
後
見
制

度
で
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す

※
聴
覚
障
が
い
者
か
ら
の
相
談
に
対

応
す
る
た
め
手
話
通
訳
者
が
い
ま
す
。

成
年
後
見
・
相
続
・
労
働
ト
ラ
ブ

ル
・
借
金
問
題
に
付
い
て
司
法
書
士
が

無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。
次
の
場
所

に
い
て
面
談
で
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

手
話
通
訳
者
も
参
加
し
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

●
面
談
日
時

平
成
24
年
11
月
23
日
（
金
）
・
祝
日

午
前
10
時
〜
午
後
４
時
ま
で

平
成
24
年
度

自
衛
官
募
集
案
内

別
途
費
用
が
か
か
り
ま
す
の
で
相
談
員

に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
上
記
以

外
に
も
青
森
県
司
法
書
士
会
総
合
相
談

セ
ン
タ
ー
（
℡
０
１
２
０
ー
９
４
０

ー
２
３
０
）
へ
ご
連
絡
い
た
だ
け
る
と

相
談
の
ご
案
内
や
相
談
内
容
に
応
じ
た

お
近
く
の
司
法
書
士
の
紹
介
を
行
っ
て

お
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

青
森
県
司
法
書
士
会

℡
０
１
７
（
７
７
６
）
８
３
９
８

「
働
き
す
ぎ
に
よ
る
健
康
障
害
」
や

「
サ
ー
ビ
ス
残
業
」
を
解
消
す
る
た
め
に

は
、
使
用
者
が
労
働
時
間
を
適
正
に
把

23 広報つるた　No.625

11
月
は
「
労
働
時
間

適
正
化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

期
間
で
す

握
し
、
適
切
な
対
処
を
行
う
こ
と
が
必

要
で
す
。
労
使
で
協
力
し
て
、
労
働
時

間
の
適
正
化
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中
、
職
場
の
労

働
時
間
等
に
関
す
る
情
報
を
当
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
設
置
す
る
「
労
働
時
間
情
報

受
付
メ
ー
ル
窓
口
」
で
重
点
的
に
受
け

付
け
ま
す
。

■
メ
ー
ル
窓
口

http://www.m
hlw.go.jp/buuya/

roudoukijun/cam
paign.htm

l

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
へ

■
問
い
合
わ
せ
先

青
森
労
働
局
労
働
基
準
部
監
督
課

℡
０
１
７
（
７
３
４
）
４
１
１
２

司
法
書
士
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
！

●
場
所

ア
ピ
オ
あ
お
も
り
２
階
大
研
修
室
１

（
青
森
市
中
央
３
丁
目
17
ー
１
）

●
主
催
　

青
森
県
司
法
書
士
会

●
共
催

公
益
社
団
法
人
成
年
後
見
セ
ン
タ

ー
・
リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
青
森
支
部

な
お
、
相
談
は
無
料
で
す
が
具
体
的

な
手
続
き
が
必
要
に
な
る
場
合
に
は
、


